
ハートラちゃん教室

～11月は児童虐待防止推進月間～



全国の児童相談所での児童虐待に関する
相談対応件数は、年々増加しています。

引用：厚生労働省HP「児童虐待の現状」

しかしながら、児童虐待によって

子どもが死亡した件数は、高い

水準で推移しており、虐待死は

ほとんどの年で50人を超えています。



「児童虐待」とはなにか？
今一度振り返ってみましょう。



「児童虐待」とは

⚫身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、
溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

⚫性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、
ポルノグラフィの被写体にする など

⚫ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に
放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

⚫心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの
目の前で家族に対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）、
きょうだいに虐待行為を行う など

以下の４種類に大別されます。

引用：厚生労働省HP「児童虐待の定義」



「児童虐待」が起こる背景

子どもの虐待は、どこの家庭にも起こり
得るものです。

子育ての中の不安や寂しさ、いら立ちな
どは多くの保護者が持つ感情ですが、
家族間のストレス、住居や経済的な問
題、親子の孤立など、さまざまなことが
虐待行為への引き金となります。

また、虐待行為をやめたいと望みながら
もやめられずに悩んでいる場合も多いと
いわれています。

いちはやく支援につなげるために、
サインに気づきましょう！





いちはやく支援につなげるために、
サインに気づきましょう！



虐待かもと思った時などに、すぐに児童相談所に
通告・相談ができる全国共通の電話番号です。
「児童相談所虐待対応ダイヤル「189」」にかけると
お近くの児童相談所につながります。
通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談
をした人、その内容に関する秘密は 守られます。

子どもの様子がおかしいと思ったら



あなたが虐待に気づいた唯一の人かも
しれないと考え、「相談」する気持ちで
専門機関等に連絡してください。

声を上げられずにいる子どもたちのために、社会
全体が気づきの感度を高めることが大切です。
一緒に取り組んでいきましょう。



もっと知りたい人へ

★日本赤十字社埼玉県支部の
ホームページから講習会に申し込んでね！

★日本赤十字社埼玉県支部
公式YouTubeの動画もみてね！
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